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若者への戦略的な情報発信に係る動画制作等業務委託企画提案募集実施要領 

 

１ 件名 

若者への戦略的な情報発信に係る動画制作等業務委託 

 

２ 履行場所 

受託者が準備した場所、受託者の本拠地及び委託者が指定する場所 

 

３ 契約期間 

契約締結の日の翌日から令和９年３月31日まで 

 

４ 目的 

東京都（東京都水道局。以下「委託者」という。）は、都営水道給水区域に在住、在

勤又は在学の中学生から 25 歳までの若者（以下「若者」という。）に水道事業への理

解や信頼を深めてもらうべく動画による広報展開を行うため、動画の内容や発信方法

等について、若者の意見を取り入れるためのグループワークを令和８年度から実施す

る予定である。 

令和８年度はテーマを「震災対策」としてグループワークを実施し、若者に対し震

災対策についての理解促進を目指す。 

本件は、実施に当たり、その効果を高めるため、若者の集客に効果的な広報案及

びグループワークを企画運営するとともに、若者に届き響く動画の制作、発信及び

拡散を委託するものである。 

 

５ 委託業務の概要 

別紙「若者への戦略的な情報発信に係る動画制作等業務委託概要」のとおり。た

だし、契約時の委託内容は、コンペにおいて契約予定者から提案された企画内容を

反映させて、変更する場合がある。 

 

６  応募資格 

  以下の（１）及び（２）を満たすこと。 

（１）東京都における令和７・８年度物品買入れ等競争入札参加有資格者であり、営

業種目116「映像等製作」の「Ａ」の等級に格付けされていること。 

（２）以下のいずれかの認証を取得していること 

 ア プライバシーマーク 

 イ ISO/IEC27001またはJISQ27001 

 

７  応募方法等  
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（１）応募方法 

応募する事業者は、コンペ参加希望票に必要事項を記入の上、令和７年12月15

日（月）午後４時までに、下記の担当宛てに電子メールでコンペ参加希望票及び

上記６を満たすことが確認できる資料を提出するものとする。「令和７・８年度

東京都物品買入れ等競争入札参加資格受付票」の提出は必須とする。 

なお、提出の際は、必ず電話連絡を併せて行うこと。参加可否については、受

付けた日の翌日から３営業日以内にコンペ参加希望票に記載されたメールアドレ

ス宛てに回答する。 

（提出先） 

東京都水道局サービス推進部サービス推進課企画担当 

メールアドレス suisapo@waterworks.metro.tokyo.jp 電話番号 03-5320-6326 

（２）参考情報 

・東京都水道局ホームページ 災害への備え 

  （https://www.waterworks.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/shinsai） 

・知っておこう！災害時給水ステーション！（30秒版） 

（https://www.youtube.com/watch?v=DFqZz84tRuM） 

・災害への備えに水道水のくみ置きを！（30秒版） 

（https://www.youtube.com/watch?v=PZYYs9oLUAQ） 

・東京都水道局広報映像  工事促進PR編（15秒・音声なし） 

（https://www.youtube.com/watch?v=Jr-ZtP-Uo1I） 

（３）質問受付 

本業務委託に関する質問については、令和７年12月16日（火）から令和７年12

月19日(金)正午（必着）までに電子メールで質問事項を提出するものとする。 

電子メールの件名には、「【質問】若者への戦略的な情報発信に係る動画制作

等業務委託について」と記載すること。 

質問への回答は、令和７年12月26日（金）までに、全ての参加希望者に対して

電子メールにて行う。 

（提出先） 

東京都水道局サービス推進部サービス推進課企画担当 

メールアドレス suisapo@waterworks.metro.tokyo.jp 

 

８ 企画提案 

（１）提案書の件名 

若者への戦略的な情報発信に係る動画制作等業務委託 

（２）提案書作成上の留意点 

ア 提案書の作成に当たっては、若者への戦略的な情報発信に係る動画制作等業務

委託の受託のための提案であることを踏まえ、実施目的及び別紙「若者への戦略

mailto:suisapo@waterworks.metro.tokyo.jp
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的な情報発信に係る動画制作等業務委託概要」の内容を十分に反映した提案とな

るよう努めること。 

イ 企画提案の実施に当たり国家資格、免許等が必要な場合、特許を使用する場合

及び第三者の権利に係る著作物を利用する場合には、その内容を提案書の中に明

記すること。 

（３）提案書の様式等 

用紙はＡ４判横とする。 

両面印刷とし、表紙、目次を除いたページ数を50ページ（25枚）以内とする。 

文字サイズは11ポイント程度を標準とする。 

提案書の提出に際しては、製本をせずに左上部ステープラー又はダブルクリッ

プ留めとする。 

（４）提案書の内容 

提案書は、別紙「若者への戦略的な情報発信に係る動画制作等業務委託概要」

に記載の事項を網羅すること。 

提案書には、提案の概要及びその特徴を簡潔に記載した上で、下記事項につい

て示すこと。なお、下記事項の順に記載し、表紙の次に各項目の該当ページを明

示した目次を付すこと。 

ア グループワーク参加者の募集及び選定 

（ア） 提案力及び発信力のある若者の集客に向けた広報策 

（イ） 提案力及び発信力のある若者の選定方法 

イ グループワークの企画提案 

（ア）企画案の内容 

（イ）参加者の意見を取り入れた動画の制作案 

 ウ 動画の拡散・公開方法の提案 

（ア） 動画の拡散方法 

（イ） 動画の公開方法 

（ウ） 起用するインフルエンサーの選定理由と候補者案 

エ 運営体制の提案（契約期間、イベント当日） 

オ 全体工程表 

カ 事業費の見積 

キ 同種または類似の業務の過去実績（社名及び社名を連想させる表記をしないこ

と） 

 

９ 提出物 

（１）提案書12部（うち11部は社名及び社名を連想させるものを削除すること。） 

（２）提案書データ（社名のないもの）を全て収録したＣＤ－Ｒ１枚 

（３）過去10年間以内に受注した、官公庁との類似の契約実績（任意様式・社名入り
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１部） 

 

10 提案書の提出 

（１）提出方法 

下記（３）の提出先まで直接持参又は郵送すること。持参の場合は、東京都の

休日に関する条例（平成元年条例第10号）第１条第１項に定める休日を除く日の

午前９時から正午及び午後１時から午後５時までとする。 

なお、最終日は正午までとする。郵送する場合は、郵送後、追跡番号を電話に

て連絡すること。 

（２）提出期限 

令和８年１月22日（木）正午まで（必着） 

期限内に提案書の提出がない参加者については、本企画コンペを辞退したもの

とみなす。 

また、期限を過ぎて持ち込まれた提案書については、一切受領しない。 

なお、郵送の際は提出期限までに必着のこと。 

（３）提出先 

東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 東京都庁第二本庁舎23階北側 

東京都水道局サービス推進部サービス推進課 

 

11 審査会 

審査会は、委員長・副委員長を含む過半数の委員若しくはその代理の出席をもっ

て開催する。 

（１）日時 

令和８年２月３日（火） 

 詳細な時間については、別途通知する。 

（２）場所 

東京都庁第二本庁舎会議室  

詳細な場所については、別途通知する。 

（３）企画案の説明 

ア 審査時間は、１社あたり30分程度とする(説明20分以内、質疑応答10分程度)。  

ただし、参加者が多数である等の事情により、１社当たりの時間を短くするこ

とがある。この場合にあっては、別途通知する。 

イ 審査会への出席は、各社３名以内とする。 

なお、企画案の説明は、別紙「若者への戦略的な情報発信に係る動画制作等業

務委託概要 ６ 運営体制の提案」で求める体制図案で示した業務責任者等が行う

こととする。 

ウ 説明にあたっては、提出した提案書をモニターに映写して実施すること。モニ
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ターは委託者が用意するが、説明に使用するパソコンは参加者が用意すること。

モニターの接続端子はHDMIを用いること。 

なお、当会議室の事情により変更がある場合は、別途通知する。 

 エ 参加者が１社のみであった場合にも、選考委員会において企画提案書等に基づ 

く審査を実施し、本業務を実施するにふさわしいか否かを評価する。 

（４）審査基準 

次に掲げる項目について審査し、当局の意図に照らし、もっとも点数の高い企

画提案を採用する。 

ただし、各評価項目において、５段階評価中、２以上であることを必要とし、

一項目でも評価１の項目があった提案書は採用しないこととする。 

 

審査項目 観点 

１ グループワーク

参加者の募集及び

選定 

（ア）提案力及び発信力のある若者の集客に向けた広報策 

・都内の若者に届く広報手段になっているか。 

・グループワークの目的が伝わる内容になっているか。 

・広報物のデザインが若者の興味を引くデザインになって

いるか。 

・インセンティブが集客に効果的なものになっているか。 

（イ）提案力及び発信力のある若者の選定方法 

・選考にて聴取する内容が提案力及び発信力があり、動画

制作に興味関心のある若者を選定する効果的なものにな

っているか。 

・提案力及び発信力があり、動画制作に興味関心のある若

者を選定する基準が明確かつ効果的なものになっている

か。 

２ グループワーク

の企画提案 

（ア）企画案の内容 

・グループワークの企画内容が参加者の意見を引き出しや

すい企画となっているか。（ファシリテートの仕方等） 

・交通アクセスが良く、通信環境の整った会場を選定して

いるか。（インフルエンサーの動線を確保できる会場が

望ましい） 

（イ）参加者の意見を取り入れた動画の制作案 

・若者向けの動画案となっているか。 

・震災対策をテーマとした動画案となっているか。 

・参加者の意見を柔軟に取り入れられる動画案となってい

るか。 

・ファシリテーター、動画アドバイザーの経歴は充分なも
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のになっているか。 

３ 動画の拡散・公

開方法の提案 

（ア） 動画の拡散方法 

・動画の再生回数が、100万回以上となる提案になってい

るか。 

・都内の若者へ届く提案になっているか。 

（イ） 動画の公開方法 

・都内の若者への認知度向上に資する広報手段となってい

るか。 

（ウ） 起用するインフルエンサーの選定理由と候補者案 

・若者から支持されているインフルエンサーを選定してい

るか。 

・インフルエンサーが所持するSNSアカウントのフォロワ

ー数が一定数いるか。 

４ 運営体制の提案 ・契約期間を通して、提案内容に応じた適切な実施体制で

あるか。 

・イベント当日は、確実な履行体制が敷かれているか。 

・個人情報の取扱いについて、十分なセキュリティ対策が

施されているか。 

５ 全体工程表 ・提案内容に応じた適切な工程であるか。 

６ 事業費の見積 ・見積価格は提案内容の実現に見合っているか、また、そ

の内訳は妥当なものか。 

７ 同種または類似

の業務の過去実績 

過去実績における成果から見る本委託業務の運営能力 

・同種又は類似事業の受託等実績は十分であるか。 

・安定的かつ効果的に運営する能力を有すると判断できる

ものか。 

 

12 採用方法 

審査会による審査を行った結果、最も評価の高かった企画提案を特定する。 

 

13 予算 

33,550千円（税込）を上限とする。見積額は、予算を上回らないようにするこ 

と。 

  

 

14 結果通知 

審査結果については、令和８年２月６日（金）までに書面により通知する。 
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15 その他 

（１）応募に係る費用は、全て応募者負担とし、当局は一切費用を負担しない。 

（２）提出物は、原則として返却しない（当局で保管期間終了後破棄する。）。 

（３）選定された事業者の提出物に係る所有権及び著作権（著作権法（昭和45年法律

第48号））については、当局に帰属するものとする。 

（４）企画提案の作成及びその実施に当たり第三者の権利に係る著作物を利用する場

合においては、当該著作物に係る一切の権利処理は、参加者の費用及び責任にお

いて行うものとする。 

（５）企画提案の内容は、上記11（４）に示した条件を満たす企画提案の特定を目的

としたものであり、当局は、当該企画提案の一部について修正して実施すること

ができる。 

（６）資料提供後に質問をする場合には、全て電子メールによることとし、回答は全

ての参加者に対して電子メールにより行うものとする。 

（７）審査内容に係る質問には、一切応じない。 

（８）審査の結果によっては、すべての企画提案を採用しない場合もある。 

（９）詳細については、当局の指示に従うこと。 

（10）若者への戦略的な情報発信に係る動画制作等業務委託の仕様書は、企画コンペで

最優秀企画として特定された提案及び若者への戦略的な情報発信に係る動画制作

等業務委託概要を基に、委託者が作成する。 

（11）令和８年度の東京都水道事業会計予算が令和８年３月 31 日までに東京都議会で

可決された場合において、本件に係る契約締結手続を執行する。 

 

16  問合せ先 

東京都水道局サービス推進部サービス推進課 

電話 03-5320-6326 

メールアドレス suisapo@waterworks.metro.tokyo.jp 

mailto:suisapo@waterworks.metro.tokyo.jp

